
木更津市健康増進センター指定管理者候補者選定評価表

申請団体
株式会社セントラルスポー

ツプラザ

合計 合計

申請団体の経営理念は、利用の平等性の観点から適切か
施設の設置目的と提案された運営方針が合致しているか

90 点（ 10 点× 9 人） 64 75

市民等の平等な利用の確保が図られる内容となっているか。
事業内容が一部の市民、団体等に対して不当に利用を制限又は優遇するもの
ではないか。

90 点（ 10 点× 9 人） 61 73

小　　　　　　　計 180 点（ 20 点× 9 人） 125 148

健康増進センターの利用者サービスの向上や利用促進に対する取組みは、適切
かつ実現可能な内容となっているか

180 点（ 20 点× 9 人） 124 148

施設の設置目的との適合性は図られているか 180 点（ 20 点× 9 人） 130 146

地域住民や関係機関との連携が図られているか
利用者の要望、また苦情処理やトラブルへの対応は適切か

90 点（ 10 点× 9 人） 58 72

自主事業は独創的で魅力的な実現性の高い提案となっているか 180 点（ 20 点× 9 人） 120 146

日常的な施設の安全管理や使用者の安全確保の具体的な方策が立てられてい
るか

90 点（ 10 点× 9 人） 58 69

施設・設備等の維持管理を適正(有資格者による法定点検等）に実施できる具
体的な計画が立てられているか

90 点（ 10 点× 9 人） 61 67

経費節減を図るための具体的方策の提案、実現可能性について 90 点（ 10 点× 9 人） 64 56

小　　　　　　　計 900 点（ 100 点× 9 人） 615 704

施設管理への意欲・熱意はあるか 45 点（ 5 点× 9 人） 37 42

誰もが利用しやすく、公平で透明性の高い運営を行えるか 45 点（ 5 点× 9 人） 33 41

財政状況は健全であり、業務を確実に行える経営的に安定している団体である
か

90 点（ 10 点× 9 人） 67 72

実現可能な事業計画であり、予算規模や内容が計画にそっていて適切か 90 点（ 10 点× 9 人） 67 67

業務を円滑に推進できる職員等の配置や業務分担がなされ、また、職員等の指
導育成や研修体制は十分であるか

45 点（ 5 点× 9 人） 33 36

提案された事業規模や計画が適切であり、加えて経費の面からみて優位か 180 点（ 20 点× 9 人） 122 120

施設管理にどの程度の実績があり、良好な管理運営が期待できるか 45 点（ 5 点× 9 人） 31 40

小　　　　　　　計 540 点（ 60 点× 9 人） 390 418

社会的弱者に対する配慮に関して、具体的な提案がなされているか 90 点（ 10 点× 9 人） 54 73

事故や災害発生時の危機管理にかかる意識や能力があり、発生時の具体的な
対応が示されているか
本市の地域防災計画を踏まえた避難所運営、地域と連携した日常的な防災へ
の取り組みが示されているか。

90 点（ 10 点× 9 人） 59 79

小　　　　　　　計 180 点（ 20 点× 9 人） 113 152

1,800 点（ 200 点× 9 人） 1243 1422

0 0

1243 1422

（ 97 点× 9 人）
点

採点基準【ｃ】「平均的である。」の配点の合計に委員数を乗じた数
873

選定基準
（条例規定事項）

審査（評価）基準 配　　　点

１　事業計画に基づく管理によ
り、公の施設における利用者の
平等な利用の確保に配慮された
ものであること（指定手続等に
関する条例第４条第１項第１号）

２　事業計画書の内容が施設の
効用を最大限に発揮するもので
あること（指定手続等に関する
条例第４条第１項第１号）

３　申請団体が公の施設の管理
を安定して行う人員、資産その
他の経営の能力を有しており、
又は確保できる見込みがあるこ
と
（指定手続等に関する条例第４
条第１項第２号）

４　その他別に定める基準（指定
手続等に関する条例第４条第１
項第３号）

総　　合　　計　　点　　数

市内事業者加点

総　　合　　計　　点　　数　（　加　点　含　）


